
 

 

  

  

 

 

 

 

    

妊娠中は、つわりや貧血、息苦しいなど・・・体調不良がみられたり 

出産後は、睡眠不足や育児疲れなど・・・体調を崩すお母さんはたくさんいます！ 

 妊娠中や出産後に、体調不良等により、家事や育児を行うことが難しくなったとき、 

支援員が自宅に訪問し、家事や育児のお手伝いをします！！ 

 

  

 

 

 

 

 

例えば・・・ 

●妊娠中や出産後、子どもたちが小さくて、育児や家事が大変なとき。 

●出産後、自宅で安静が必要なとき、家事や育児、身の回りのお世話など…。 

●出産後、育児に不安があるとき、支援員が一緒に沐浴などをサポート。 

 

 

  

 

 

 

                      

                     1日１回 ２時間以内 

（午前８時３０分～午後５時） 

 土・日も利用可能 

  

      



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１時間あたり  

３１０円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市役所子育て支援課、各支所市民窓口課で申請書を 

記入、提出します。 

【持ってくるもの】 

●母子健康手帳 ●印鑑 

（登録は無料です） 

 

 

申請書の審査後、利用を決定し、「利用決定通知」を

利用者へ送付します。 

（申請日から１週間前後で郵送します） 

「利用決定通知」を受け取ったら、 

利用者が直接、委託先に連絡します。 

利用日時の確認や、支援内容などの 

打合わせをします。 

 

 

 

利用当日に、支援員が自宅へ訪問し、 

家事、育児等のサポートをします。 

利用月ごとに、利用料金をお支払い 

いただきます。 

 

 

 


